
配慮書手続きについて 

 

１ 環境影響評価法の改正内容 

 (1)計画段階配慮書（以下「配慮書」という。）手続きの導入[法第 3 条の２、第 3 条の３] 

  「配慮書」とは：事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、第 1 種事業を実

施しようとする者が事業の位置・規模等の検討段階において、環境保全のために適正な配慮

をしなければならない事項についてその検討を行い、その結果をまとめた図書 

 ＊環境影響評価法の対象事業は、国が関与する事業（国が行う事業や免許等が必要な事業等）が対象です。 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

（２）配慮書の送付、公表[法第 3 条の４] 

・事業を実施しようとする者は配慮書を主務大臣へ送付⇒主務大臣は環境大臣へ送付 

・配慮書とその要約書を公表 

 

（３）主務大臣及び環境大臣の意見[法第 3 条の５、法第３条の６] 

・主務大臣は環境大臣の意見を勘案し、事業を実施しようとする者へ環境保全の見地からの

意見を述べる。 
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（４）意見の聴取[第 3 条の７、基本的事項] 

・事業を実施しようとする者は配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体及び一般住

民から環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならない。（努力規定） 

・まずは一般住民からの意見を求め、次に地方公共団体からの意見を求める。 

・地方公共団体からの意見を求めるにあたっては、一般住民からの意見の概要及び事業を実

施しようとする者の見解を送付するよう努める。 

・関係する地方公共団体及び一般住民から環境の保全の見地からの意見を求めない場合は、

その理由を明らかにする。 

 

 

（５）配慮書の作成[法第 3 条の３、基本的事項] 

 

 

 

 

 

対象事業 第 1 種事業を対象とする。第 2 種事業は自主判断とする。 

計画段階配慮事項

の選定 

計画段階配慮事項とは事業に係る環境保全のために配慮すべき事項 

環境配慮事項の範囲（環境要素・環境要因）は、現在実施されている

方法書以降の手続きと同じ 

複数案の設定 ・第 1 種事業に係る位置・規模又は構造物等の配置・構造に関する適

切な複数案を設定することを基本とする。 

・位置・規模に係る複数案を検討するよう努める。 

・現実的である限り、事業を実施しない案（ゼロ・オプション）を含

めるよう努める。 

・複数案を設定しない場合はその理由を明らかにする。 

調査方法 ・調査は原則として国、地方公共団体等が有する既存の資料等により

収集し、その結果を整理し及び解析することにより行うものとする。 

・重大な環境影響を把握する上で必要と認められるときは、専門家等

から知見の収集をするものとし、なお、必要な情報が得られない場

合は、現地調査・踏査その他の方法により行う。 

予測方法 可能な限り定量的に把握する。困難な場合には定性的に行う。 

評価方法 （複数案が設定されている場合） 

・複数案ごとの選定事項について環境影響の度合いを整理し、これら

を比較する。 

（複数案が設定されていない場合） 

・選定事項についての環境影響が、事業者により実行可能な範囲で回

避低減されているものであるか否かについて評価を行う 

・環境保全の観点からの基準又は目標が示されている場合は、これら

との整合性が図られているか否かについて可能な限り検討する。 

 



２ ケーススタディ 

 



           

 

３ 他都市の状況 

 (1)条例・要綱において SEA を規定している地方公共団体及び実施実績 

（出典：環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会 資料より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 根拠 条例 SEA 制度施行年月日 実績 

埼玉県 要綱 埼玉県戦略的環境影響評価実施要綱 平成 14 年 4 月 5 事例 

千葉県 要綱 千葉県計画段階環境影響評価実施要綱 平成 20 年 4 月 なし 

東京都 条例 東京都環境影響評価条例 平成 15 年 1 月 ３事例 

横浜市 条例 横浜市環境影響評価条例 平成 23 年 8 月 なし 

京都市 要綱 京都市計画段階環境影響評価要綱 平成 16 年 10 月 １４事例 

広島市 要綱 広島県多元的環境アセスメント実施要綱 平成 16 年 4 月 なし 


